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改

正

後

改

正

前

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官

の
指
定
す
る
金
融
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
金
融
機
関
と
す
る
。

の
指
定
す
る
金
融
機
関
は
、
次
に
定
め
る
金
融
機
関
と
す
る
。

一

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

一

［
同
上
］

る
銀
行
業
を
営
む
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者

イ

銀
行
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適

イ

平
成
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
五
号
（
銀
行
法
施
行
令
第
十
七
条
の

用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
金
融
庁
告

二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限

示
第
三
十
五
号
。
以
下
「
権
限
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
表
の
一
の

等
を
定
め
る
件
）
第
一
条
の
表
の
一
の
項
の
銀
行
の
欄
に
掲
げ
る
銀
行

項
の
銀
行
の
欄
に
掲
げ
る
銀
行

ロ

銀
行
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店

ロ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

権
限
告
示
第
四
条
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社

三

平
成
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
五
号
第
四
条
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社

［
四
～
八

略
］

［
四
～
八

同
上
］

九

権
限
告
示
第
五
条
の
表
の
銀
行
代
理
業
者
の
欄
に
掲
げ
る
銀
行
代
理
業
者

九

平
成
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
五
号
第
五
条
の
表
の
銀
行
代
理
業
者
の

（
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
及
び
次
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
定
め
る
金
融
機

欄
に
掲
げ
る
銀
行
代
理
業
者
（
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
及
び
次
号
か
ら
第
二

関
を
除
く
。
）

十
号
ま
で
に
定
め
る
金
融
機
関
を
除
く
。
）

［
十
～
十
六

略
］

［
十
～
十
六

同
上
］

十
七

本
庁
監
理
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
九
年
金
融

十
七

平
成
十
九
年
金
融
庁
告
示
第
九
十
号
（
本
庁
監
理
金
融
商
品
取
引
業
者

庁
告
示
第
九
十
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
者

等
を
指
定
す
る
件
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
者

［
十
八
～
二
十

略
］

［
十
八
～
二
十

同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


